
 

 

 

 

 

 

 

「千葉市自転車を活用したまちづくり推進計画」第１期計画の改訂について 

 

 千葉市では、自転車を活用したまちづくりを推進するため、「千葉市自転車を活用した 

まちづくり推進計画」の第１期計画を改訂しましたので、お知らせします。 

 

１ 趣旨 

環境にやさしく健康にも良い自転車を楽しく安全に、自発的に利用する千葉市らしい 

生活スタイル「ちばチャリスタイル」を実現できるよう、「千葉市自転車を活用したまち

づくり推進計画」を平成３０年３月に策定し、自転車を活用したまちづくりを総合的に 

推進しています。 

第１期計画の計画期間は令和２年度までとしていましたが、千葉市の中長期的な行政 

運営の指針となる新たな「千葉市基本計画」が令和５年度からスタートすることから、 

第１期計画を２カ年間延伸し令和４年度までに改訂しました。 

 

２ 改定計画の主な内容 

（１）計画期間を２カ年延伸し、令和４年度までに変更 

（２）自転車の特性や取り巻く環境、本市の自転車活用における特性、自転車利用の現状や 

課題について時点更新 

（３）第１期計画（平成３０年度～令和２年度）の取組についての中間評価 

（４）令和３年度～４年度の計画事業を追加 

（５）評価指標を新たに設定 

 

３ 改訂に至る手続き 

（１）パブリックコメント手続き 

  ア 意見募集期間 令和３年５月１７日（月）～６月１６日（水） 

  イ 意見提出者 ７人  

  ウ 意見１９件（主な意見：自転車利用のルールやマナー等に関する意見 ５件） 

（２）改訂日 

  令和３年８月２０日（金） 

 

４ 添付資料 

（１）千葉市自転車を活用したまちづくり推進計画【第１期計画改訂版】の概要 

（２）千葉市自転車を活用したまちづくり推進計画【第１期計画改訂版】 
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